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ア】リハビリテーションに関して⼗分な経験を有すること。

イ】がん患者のリハビリテーションに関し、適切な研修を修了していること。

 

「ア」のリハビリテーションに関して十分
な経験を有することに代わる研修会の一つ
として当学会にて開催しております
「急性期病棟におけるリハビリテーション
医師研修会」を受講いただきます！

※「イ」については、⼀般財団法⼈ ライフ・プランニング・センター様等で開催されている「がんのリハビリテーション研修」に該当します。

詳細は⼀般財団法⼈ ライフ・プランニング・センター様へお問合せください。

一般財団法人 ライフ・プランニング・センターHP 　　https://lpc.or.jp/

当学会の「急性期病棟におけるリハビリテーション医師研修会」のみ受講しても
診療報酬算定の申請はできません。「ア」と「イ」両⽅を満たす必要があります。


